
令和 5 年度 えがお三橋保育園 園のしおり （抜粋版） 

１１P 開所時間 

開所時間： 

月曜日～金曜日 ７：００～１９：００ 土曜日 ７：００～１８：００ 

28P 働き方改革の対応 

②残業の削減 

各種書類の見直しや行事の準備を見直し、残業の削減に努めています。迎えが平日 19 時過ぎ、土曜日 18 時

過ぎると保育士の残業となってしまいますので開所時間内の迎えは厳守でお願いします。 

 

⑥電話対応 

欠席連絡や遅刻の連絡、迎えの時間の変更はアプリで申請ができるようになっています。 

できる限りアプリからの申請のご協力よろしくお願いしす。 

32P～3５P 園生活で必要な物 

当園ではご家庭にある普段着で登園していただいて結構ですが 

活動しやすいもの、自分で着替えやすいもの、安全なものをご用意ください。 

(外遊びや制作活動を 0 才から行います。活動によっては服が非常に汚れますので汚れが落ちないことや 

落ちづらいこともあります。園で使用する服は汚れが目立つと困る物は控えて下さい。) 

３２P 衣服に関するお願い 

・体温調節のため、脱ぎ着しやすい服装で登園してください。 

(伸縮性のある綿の T シャツやズボンが良いでしょう。) 

 

・ずり落ちたりしない股上丈が深いズボン、上着は腹や背中が見えないように丈の長いものが良いでしょう。 

(ズボンをすそ上げする場合は内側に折り込んで縫って下さい。) 

 

・ズボンやパンツはゴム入りの簡単なものをお勧めします。ゴムがきつくないかゆるくないか確認してくださ

い。つりズボンやつなぎは一人では脱ぎ着しにくいようです。 

 

・長袖下着や厚手のセーター、前ファスナーのズボンは自分での着脱が難しいようです。 

前襟ぐり、袖ぐり、袖下にゆとりがある物がよいでしょう。 

 

・前開きの衣類はボタンが大きめの物が着やすいようです。 

 

・ボタンなど取れそうなものは補修してください。 

 

・シャツは汗や汚れをよく吸収し、通気性の良い綿素材が良いでしょう。また綿素材は毎日の洗濯が可能で 

肌への刺激も少ないです。特に乳児は肌への刺激も考え化学繊維の下着は避けましょう。 

 



３２P 園での着用を控えていただくもの 

・スカート、ワンピース、チュニック、スカート付きズボン 

・ひも、フードが付いているもの 

・かざりがついているもの(かざりが外れると誤飲につながる為) 

・大きなサイズのもの(引きずるズボン、手が隠れるもの) 

・自分で着替えづらいもの(後ろボタンの服やチャック等) 

※ロンパース 

(自分でボタンをすることが難しい為、歩行が安定し、自分で着脱しようとする姿が見られるように

なったら肌着はロンパースではないものをご用意ください。) 

３３P 健康な足の発達の為に 

★靴はかかとを持ってはける運動靴をお勧めします。 

 

戸外遊びや散歩をたくさんしますので足に合った(サイズが合った)靴をお選びください。 

（サイズの合っていない靴、紐靴、サンダル、靴型のサンダル、ブーツで登園した場合は戸外遊びはできません。） 

※長靴では園内、公園の遊具で遊ぶことはできません。予備の運動靴の準備等は担任にご相談ください。 

34P～３５P 持ち物に関するお願い 

★ロッカーの管理者は保護者の方です。着替えの補充やサイズの確認は定期的に行ってください。 

 

・他の子の着替えが誤って入ってしまうこともあります。洗濯はせずにそのまま園にお持ちください。 

 

【持ち物の記名のお願い】       
                       

・お子さんの持ち物には全てはっきりと名前を書いて下さい。 

・記名の際は、シールやアイロンプリント等貼るタイプのものは控えてください。 

・文字が消えていないか定期的に確認をお願いします。 

・記名がない物の紛失等については対応できないことがあります。予めご了承ください。 

 

【貸し出したもの】 

 

・貸し出した服等は洗濯をして速やかに返却して下さい。 

・替えの下着がなかった場合、新品の下着(パンツ)を購入していただきます。(後日請求があります。) 

 



【ヘアアクセサリー等】 ★長い髪はゴムで結んでください。 

 

・お子さんのヘアアクセサリー(ピン・カチューシャ・飾り付きの髪ゴム、シュシュ等)は控えてください。 

（外遊び・運動遊び・関わり遊び等遊びの際に危険である為。紛失トラブル防止の為)  

 

・シリコン製のゴムは切れやすいので園内では使用しないでください。 

 

【自立に向けて(幼児クラスから就学に向けて)】 

 

・にじ、そら、たいようぐみ(つきぐみは様子をみながら)の幼児クラスでは、 

朝の支度、帰りの支度は自分でできるようにしていきますので、保護者の方も子どもたちが自分でできるように 

一緒に確認をしながら見守りをお願いします。降園時に忘れ物がないか保護者の方が最終の確認をしてください。 

 

【その他】 

 

★街中ではあまりにキャラクターものが溢れている為園内では意識的に減らしています。 

今お持ちのものを新しく買い替える必要はありませんが、今後、園で使うものを購入する場合は 

キャラクターでないものも選んでいただけたらと思います。 

 

★園で使用する持ち物にはキャラクター等のシールは貼らないでください。 

 

★登園の際、園児に私物(おもちゃ、シール、お菓子等)を持たせないようにしてください。 

持ち込みがあった場合は保育者が預かり、迎えの時に直接保護者の方に渡します。 

 

【衣服が汚れた場合】 

 

・嘔吐物、便(下痢便、普通便どちらも)、出血で汚れた衣服は感染防止の為付着したままビニール袋に入れて 

返却しますので予めご了承ください。 

（他児の嘔吐物や便、血液が付着した場合は園の処理マニュアルに基づき処理をして返却しています。 

消毒により衣服の色落ちを起こすことがあります。色落ちした衣服については個別に対応します。) 

 

・尿で汚れた場合は軽く水洗いして返却します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45P～４７P 登降園について より 

４５P【登園】★登園は 9 時までにお願いします。 

・7 時前に園敷地内に入ることはできません。 

 

・保育園で元気に遊ぶために朝ごはんをしっかり食べてきてください。 

 

・登園前子どもの様子を見て、体の異常がないか、検温を行い元気であることを確認してください。 

気になることがありましたらどんな些細な事でも必ず連絡をしてください。 

 

・登園は保護者が責任を持って行ってください。 

１８才未満の方、事前に届け出がない方の送迎はご遠慮下さい。 

 

・登園は必ずお子さんと一緒に保育室まで来てください。 

玄関、園庭、駐車場等お子さんだけにならないよう目を離さないでください。 

 

・送迎時間、連絡先、送迎者の変更などは必ず連絡をしてください。 

（送迎者は安全管理の点から連絡が無い場合お渡しすることができません。お気をつけください。） 

 

・欠席、遅刻の連絡は 9 時までにお願いします。連絡は「ウェルキッズ」の WEB 申請をご利用ください。 

（※取り下げは当日 10 時までです。） 

 

<未登園の確認> 

欠席、遅刻の連絡がない場合、午前 10 時を目安に園から連絡をします。 

その後、12 時を過ぎても連絡が繋がらない場合は、西区支援課に連絡をする場合がありますので 

予めご了承ください。 

 

<就労の為保育園を利用されている方の仕事が休みの日の保育について>（在宅勤務以外） 

 

➀ 仕事が休みであること  

② 保育時間、送迎予定時間(ウェルキッズ入力、連絡帳、伝達等)  

③ 当日の連絡先(優先順位の変更が無いかどうか)  

を必ずお知らせ下さい。 

 

<兄弟姉妹のどちらかが登園しどちらかがお休みの場合> 

 

① お休みのお子さんはどなたが見ているか(保護者、祖父母、知り合い、病児保育の利用等具体的に) 

② 保育時間、送迎予定時間(ウェルキッズ入力、連絡帳、伝達等) 

③ 当日の連絡先(優先順位の変更が無いかどうか)  

を必ずお知らせ下さい。 

 



４６P【降園】  

・ウェルキッズで「降園登録」をして下さい。18 才未満の方の送迎はご遠慮下さい。 

 

・当日お迎えの時間が予定よりも早くなる場合は必ず電話連絡をお願いします。 

 

・お迎えの時間が予定よりも遅くなる場合の連絡は「ウェルキッズ」の WEB 申請をご利用ください。 

 

・お迎えの方の変更についてはウェルキッズ、もしくは口頭にて必ずお知らせ下さい。 

連絡が無い変更、お迎えの方としての届けが無い方、園に初めてお越しになる方には 

安全管理・危機管理の観点から、お子さんをお渡しする事ができません。 

※保護者の方へ確認の為、電話連絡を入れる事もありますので予めご了承ください。 

 

・支度の最中もお子さんから目を離さないようにし、お迎え後は速やかな降園をお願いします。 

 

・迎えの後、子どもだけで園庭で遊ばせることは危険ですので目を離さないでください。 

 

４６P【迎え時間・送迎者の登録】 

・登降園管理で使用しているウェルキッズ上でお迎え時間と送迎者の基本登録ができます。 

登録・登録内容の変更希望については事務所で受け付けますのでお知らせください。 

 

４６P【送迎時のお願い 保健関係】 

<送迎者の方又は同伴するお子さんが感染症か感染症の疑いがある場合の対応> 

 

（送りの時） 

➀インターフォンを鳴らしてください。 

②インターフォン越しに職員に園児の氏名をお知らせください。 

③園内に入らずそのままお待ちください。 

④職員が迎えに行きますので荷物を渡してください。伝達事項等あればその場でお知らせください。 

 

（迎えの時） 

①インターフォンを鳴らしてください。 

②インターフォン越しに職員に園児の氏名をお知らせください。 

③園内に入らずそのままお待ちください。 

④職員が帰りのしたくをして門のところまでお子さんをお連れします。連絡等あればその場でお知らせください。 

 

 

 



４７P 【送迎時のお願い 車の方】 

・保育園付近での運転は特に安全運転を心掛けてください。 

・車両を動かす際は周りを必ず確認してください。 

・近隣の迷惑となりますので路上駐車はしないでください。 

・駐車場内での立ち話はご遠慮ください。子どもを遊ばせることは非常に危険ですので 

絶対に遊ばせないようにしてください。 

・駐車スペースには限りがあります。ピークの時間帯は非常に混雑する為スムーズな出庫にご協力ください。 

・駐車場は送迎用ですので無断駐車はご遠慮下さい。 

・駐車場での事故・盗難につきましては園では一切の責任を負いかねます。 

 

・車上あらしを防ぐ為に下記の対応をお願いします。 

①車から離れるときは、ドアをロックし、窓も完全に閉める。 

②財布やカバンなどを車内に置いたままにしない。その他の物についても、窓の外から見えない位置に置く。 

③不審者を発見した際には、ただちに 110 番通報及び園長等に伝達する。 

 

４７P【送迎時のお願い その他(防犯・危機管理関係)】 

★園児の安全の為、敷地内での喫煙と泥酔者の入場は禁止します。 

 

・送迎時の門扉の開け閉めはひとりひとり開け閉めをして関係者以外の方が園内に入らぬようにして下さい。 

(実習生・ボランティアの方は職員が開けるまで外で待ってもらうように指導をしますので門を閉めてください。） 

 

・門扉の開け閉めは保護者の方が行ってください。お子さんがボタンを押して開閉する事はやめてください。 

(ボタンの押し方を覚えてしまう為、保護者が抱っこするなどしてお子さんにボタンを押させることもやめてくださ

い。ボタンを押すのは保護者のみとしてください。) 

 

・門扉が開いたままでお子さんが外に出ることがないようにきちんと閉めて門扉が閉まっていることを 

 目視で確認してください。 

 

・IC カードは大切に保管をしてください。紛失、盗難の際には速やかに園へお知らせください。 

 

・園内の階段の前の扉の鍵は大人が開閉するようにしてください。 

 

・誤嚥事故防止、アレルギーをお持ちのお子さんへの配慮の為、 

朝食・お菓子等は園の敷地内では食べないようにしてください。持ち込みは禁止です。 

 

・お子さんが保護者と手を繋がずに一人で道路を渡ったり歩くことがないようにしてください。 

 

・園庭、駐車場等園の敷地内で子どもが大声で騒がないようにしてください。 

 



５３P～５４P ご家庭との連携 

お子さんをお預かりするにあたってご家庭との連携は必要不可欠です。 

掲示板、メール、おたより等園からのお知らせには必ず目を通してください。 

【緊急連絡】 

★体調不良や怪我等で電話連絡をすることがあります。必ず電話連絡が繋がるようにしてください。 

(仕事の都合などで携帯電話の電源を落とす場合も、逐時、着信がなかったかどうか確認し 

長時間連絡がとれないということがないようにしてください。) 

 

【電話応対】 

・開園日、休園日ともに園の固定電話あての電話は全て携帯電話に転送しています。 

・当園では電話を受ける際に名前を名乗らず「はい、えがお三橋保育園です」と電話に出た後、 

電話の相手を確認してから「〇〇（職員名）です。こんにちは（おはようございます等）」 

と名前を名乗るようにしています。(外部からの職員の特定等を防ぐため) 予めご了承ください。 

★休み、遅刻、迎えの時間が遅くなる等の連絡はウェルキッズから申請をしてください。 

 

【園への連絡フォーム】 

ウェルキッズアプリの「園への連絡フォーム」でメッセージを送ることができます。 

 

【必要手続き】 

・住所、電話番号が変わった 

・勤務先が変わった、勤務地、勤務時間、勤務日数が変わった 

・産休、育休に入る 

・仕事を辞めた、仕事を始めた 

・家族構成に変更があった 他 

上記変更は書類の記入が必要となりますので必ず職員にお知らせください。 

 

★現在の勤務先が変更となる場合や退職した場合は手続きが必要です。必ず園に連絡をお願いいたします。 

(退職日の翌日から 2 か月間の求職期間が認められており、その期間中に再び就労を開始するなど保育の 

必要性を満たしたときは継続利用が可能となります。※さいたま子育てＷＥＢより) 

５８P 大切なお願い より 

① 爪の伸ばしすぎに気をつけて 

爪の伸ばしすぎは友達との関わりの中で傷になってしまうことや外遊びを多くするので爪の隙間に汚れが入り不

衛生・危険ですのでこまめに家で切ってください。 

（園でお子さんの爪切りを行うことができません。） 

 

② 前髪の伸ばし過ぎは怪我や事故のもとになりますので注意してください。 

 

 



５９P 園からのお願い・お知らせ 

★当園は厚生労働省が管轄する社会福祉施設です。 

私立ではありますが、各種法律や各種基準、そして保育所保育指針に順ずることで多額の補助金を受けて運営し

ています。その為、当園又は当園職員の独自の見解では対応することができなかったり、 

個々のご要望にお応えできないことも多くありますのでご了承ください。 

 

★保育園は集団生活の場です。マナー・ルールを守るようお願いいたします。           

 

【園への贈り物やご寄付等】 

・食品(お土産、お菓子、野菜、果物等)は園では受け取ることができません。お気持ちだけありがたく頂戴します。 

 

・お中元・お歳暮等は受け取ることができません。 

 

・園に寄付をして頂く場合は事前に相談して下さい。(おもちゃの寄付は受け取ることができません。) 

 

・園の保育活動に対する金銭の寄付につきましては所定の手続きに従いまして、ありがたくお受けしています。 

 

【保護者、ご家庭同士でのやりとり】 

 

・個人的なおみやげやプレゼントの配布は園を通して行うことはできません。個人の責任でお願いします。 

・個人的なやりとり(おみやげ、プレゼント等)で園の手紙ボックス、ロッカーは使用しないでください。 

・園内での子ども同士の手紙交換、プレゼント交換も禁止とさせていただきます。 

 

【個人情報等】 

・子どもは大人同士の会話をよく聞いています。保育園内ではもちろんですが、家庭内でも子どもに 

不適切な会話を聞かせることがないようにしてください。 

 

・園内での写真・ビデオ撮影については、園行事の日を除いて原則禁止です。お気をつけください。 

 

・保護者の方と一般職員の連絡先の交換(住所、電話番号、メールアドレス)は園の規程により禁止されています。 

ご不明な点は園長までお願いします。ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、フェイスブック、インスタグラム等）やブログを通じての連絡先

交換ややりとりも禁止ですのでお気を付け下さい。 

 

・ＳＮＳ上でのトラブル(写真の無断掲載等)がないように気をつけて下さい。 

 

※園内の子どもたちの名前について漢字のフルネーム表記は行いませんが 

ひらがなのフルネーム表記、フルネームでの名前呼びは行っています。 

 

【その他】 

 

・保護者が企画される親睦会や謝恩会などに職員をお招きいただく場合は事前に園長へご相談ください。 



８６P～９２P 保健・健康管理 

【登園を控える判断】 

 

発熱（平熱問わず 37,5 度以上の発熱が見られた場合はお預かりすることができません。） 

元気が無い、機嫌が悪いなどは病気の前触れであることがあります。 

 

食欲の有無・顔色・咳・鼻水・下痢等子どもの全身状態から登園を控える判断をしましょう。 

 

無理な登園は子どもにとって負担なばかりでなく逆に長引くこともあります。 

保育所は集団生活の場です。皆さんで「集団マナー」を守りましょう。 

 

【下痢の時は】 

 

子どもが下痢をした時は、脱水症状の予防が第一です。子どもの体は大人に比べて必要とする水の割合が高

く、体内の水分を調節する機能も未熟なため、脱水状態になりやすいです。水分や塩分をこまめに補給するこ

とが重要です。 

 

下痢の見分け方は、便に【シワがあるかないか】を観察して下痢か判断します。 

ブリストルスケールとは世界基準の便の

性状の目安をわかりやすく表したもので

す。やや柔らかくてもシワがあれば普通

便と判断します。水分が多いとシワがで

きないため、下痢と判断します。 

 

下痢の時には体力が落ち、感染症の場

合には他のお子さんや職員へ感染する

可能性もあります。家庭での保育が難し

い場合は、病児保育をご利用ください。 

また、感染症の場合には病院を受診して

登園許可が出てから登園してください。 

 

 

【園での急な病気・発熱等】 

 

保育中にお子さんの体調が悪くなった場合は早めにご連絡をします。 

保育所は健康な子どもが通う場所ですので急な病気・発熱等の場合は早めに迎えに来てください。 

発熱以外にも全身症状を見てご連絡をする事があります。予めご了承ください。 

 

 

 

 



【感染症】 

 

別頁の感染症と診断された場合は、「登園許可書（医師の意見書）」の提出が必要です。 

「登園許可書(医師の意見書)」の提出が無い場合は登園ができません。 

 

※登園許可書は園指定の書類を使用してください。 

(母子手帳の写しその他は許可書の代わりとする事ができませんので予めご了承ください。) 

 

※登園許可書は園のホームページからダウンロードできます。 

 

※登園許可書は病院によって料金が発生する場合があります。かかりつけの病院で確認をお願いします。 

 

※指定の書類を使用すると高額な料金が発生する場合は園にご相談ください。 

 

※特に注意が必要な感染症等の発症が確認された場合はメールにてお知らせします。 

その他の感染症の発症状況は事務所の前のボードにて確認をお願いします。 

 

※ご家族が感染症にかかった場合も必ずお知らせください。 

 

【受診の際に】 

 

病気・怪我の際医師に必ず「保育園に通っている事」を伝え登園可能かどうか確認をしてください。 

感染症と診断された場合は他の子どもへの感染を防ぐ為「学校保健法」の「学校において予防すべき伝染病」に準

拠して登園停止となります。 

 

症状が良くなった後も「登園しても大丈夫」という医師の診断が必要となります。 

(登園許可書の提出が必要です。園児が健康に園生活を送れるように無理な登園は控えましょう。) 

 

(登園許可書は感染症の診断を受けた病院で再度受診をして発行の依頼をしてください。) 

 

★下記に記載がない感染症でも医師から登園停止の指示がある場合があります。 

その場合は医師の指示に従い登園停止となりますのでお気をつけください。(登園許可書が必要です。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表①感染症一覧 厚生労働省 「保育所における感染症対策ガイドライン 2018 年改訂版」より 

 

第一種 出席停止期間は治癒するまで 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 6 条第 7 項から 

第 9 項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、及び新感染症は第一種の感染症とみなす 

□エボラ出血熱 □クリミア・コンゴ出血熱 □痘そう □南米出血熱 □ペスト □マールブルグ病 

□ラッサ熱 □急性灰白髄炎 □ジフテリア □重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナ

ウイルスであるものに限る。） □鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルス A属インフルエンザAウイル

スであってその血清亜型が H5N1 であるものに限る)  

第二種 出席停止期間は次の期間。 

ただし、病状により医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではない 

□インフルエンザ 

(鳥インフルエンザ 

(H５N1 を除く)) 

発症した後 5 日を経過し、かつ解熱した後３日を経過するまで 

□百日咳 特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な 

抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

□麻しん(はしか) 解熱した後 3 日を経過するまで 

□流行性耳下腺炎 

（ムンプス、おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、 

かつ全身状態が良好になるまで 

□風しん(三日はしか) 発疹が消失するまで 

□水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

□咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後 2 日を経過するまで 

□結核 医師が感染の恐れがないと認めるまで 

□浸襲性髄膜炎菌感染症 医師により感染の恐れがないと認めるまで 

第三種 出席停止期間は、症状により医師の診断において感染の恐れが無いと認めるまで 

□溶連菌感染症 抗菌薬内服後 24～48 時間経過していること 

□マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること 

□手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

□伝染性紅斑(リンゴ病) 全身状態が良いこと 

□ウイルス性胃腸炎 

(ノロ、ロタ、アデノウイルス等) 

□ヘルパンギーナ 

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 

 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

□ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと 

□帯状疱疹 すべての発疹が痂皮化してから 

□突発性発しん 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと 

□流行性角結膜炎(はやり目) 感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから 

□腸管出血性大腸菌感染症 

(０１５７・０２６・０１１１等) 

症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48 時間をあけて連続 2 回

の検便によっていずれも菌陰性が確認されたもの 

□急性出血性結膜炎 医師により感染の恐れがないと認めるまで 

□コレラ □細菌性赤痢 □腸チフス □パラチフス □その他(Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、単純ヘルペス感染症等) 

 



 

※伝染性膿痂疹(とびひ)・・登園の際は病変部をガーゼで覆ってください。 

2 か所以上あるいはひどい場合は病院の受診をお願いします。→治癒するまで水遊びは禁止です。 

 

※伝染性軟属種(水いぼ)・・登園停止にはなりませんが他児・大人にもうつります。医師の診断・治療を受けてく

ださい。必ず担任に伝え患部はガーゼで隠すなどしてください。(水遊びは服やガーゼ等で患部が覆われていれば 

可能ですので医師に相談をしてください。) 

 

＊アタマジラミ・・髪の毛の接触で感染します。病院受診をお願いします。 

登園は可能ですが、駆除を開始してからの登園をお願いします。 

 

〈病院受診の際は〉 

・アタマジラミは登園許可書や完治証明書の提出の必要はありません。 

病院受診時は医師に駆除完了の目安の確認をお願いします。 

 

★園での対応が必要となりますので、アタマジラミと診断された場合は園に伝えてください。 

 

〈家庭での対応〉 

・医師の指示に従い駆除を開始してください。 

 

・帽子、午睡用バスタオル、シーツは毎日持ち帰ります。着替えた衣服や汚れ物袋等と一緒に 

60 度以上を保ったお湯に 5 分間つけてから洗濯をお願いします。（熱に弱いため） 

 

・シーツの代わりにバスタオルを使用することもできます。 

 

〈園での対応〉 

・午睡に使用するシーツ、バスタオルは毎日取り替えます。 

・帽子、シーツ、バスタオルを忘れた場合に、園の物を貸すことはできませんので忘れずにお持ちください。 

・水遊びで感染することはありませんが、着替えの際に使用したタオル等から感染する可能性があるため、駆除が

完了するまでは控えて頂くようにお願いします。 

・医師から駆除が完了したと診断された場合、医師から言われた駆除完了の目安を満たした場合、園での対応を終

了します。 

 

★園でアタマジラミを発見した際に保護者の方に確認して頂くため、卵が付着している毛髪を 1、2 本ハサミで切

ることがあります。その場合は、事前の連絡は行いませんので予めご了承ください。 

 

 



【与薬】 

 

保育園では原則として与薬を行うことができません。 

医師の診察を受けるときは、お子さんが現在〇時から〇時まで保育園に在園していることと、 

保育園では原則与薬ができないことを伝えてください。そのうえで、医師の指示により保育中に与薬しなければ

ならない場合は、本来保護者が来園して行っていただきます。 

やむを得ない理由で保護者が来園できないときは、保護者に変わって保育士または看護師が与薬を行います。 

 

与薬には「与薬依頼書」の提出が必要です。（園のホームページからダウンロードができます。） 

★与薬依頼書は職員が確認を行い、チェックがされていない項目がある場合は与薬を 

行うことができませんので、ご了承ください。 

 

＊与薬依頼書には、内服用と外用薬用の２種類があります。 

 

＊「与薬依頼書(外用薬)」は記入日から月末までの月内有効です。お預かりしている薬は月末に返却しますので、 

翌月も依頼する場合は必ず医師に確認してください。お預かりできる外用薬は処方から 6 か月以内のものに限り

ます。 

＊１日３回の薬は場合によっては  

①朝 ②園から帰ってすぐ ③寝る前 あるいは ①朝 ②夜でも効果としては変らないことがあります。 

保育時間内の与薬が必要かどうかを医師に確認をしてください。 

＊園で与薬できる薬は、医師の処方した薬に限ります。 

＊内服薬の与薬できる時間は、昼食後のみです。食後とは食事終了後 30 分までです。 

＊初めて飲む、使用する薬はお預かりできません。 

＊服薬補助ゼリーはお預かりできません。 

＊内服薬は１回分を持参してください。水薬の場合は、1 回分を容器に入れてください。 

＊薬の袋や容器に子どもの名前をフルネームで記入してください。 

＊薬剤情報提供書（薬の説明書）を添付してください。 

（薬局もしくは病院で薬をもらうときに薬剤情報提供書がない場合、発行してもらえるか必ず確認してください。） 

＊薬剤情報提供書には、処方日数（何日分の処方なのか）の記載がないものがあります。 

与薬預かりの際、処方日と処方日数・内服開始日を確認させていただく場合があります。  

 

＊泣く、手で払いのけるなど内服を嫌がる場合は、誤嚥をする可能性がありますので、与薬を中止します。 

与薬ができなかった場合は、保護者へ電話連絡をします。 

＊薬は一度お預かりした場合でも確認の為連絡させていただく場合があります。 

薬の種類によっては与薬ができない場合もありますので予めご了承ください。 

＊有効期限が過ぎているものは受付・与薬はできません。 

＊処方が重なり、処方日と内服開始日にズレが生じた場合は、医師の指示があった場合に限りお預かりできます。 

与薬依頼書の[連絡事項]の欄に詳細を記入してください。不明な場合は電話連絡をします。 

＊アレルギー疾患等の薬は医師の指示を与薬依頼書に替える事ができます。ご相談ください。 

＊与薬の間違いを防ぐ為に受付与薬のチェックボードを公開しています。 

＊紛失を防ぐ為、薬、薬剤情報提供書、与薬依頼書は 

まとめて中身が確認できるジップ付きの袋に入れて持参してください。 



【予防接種】 

 

子どもを感染症から守る為にも集団感染を防ぐ為にも積極的に予防接種を受けましょう。 

「定期接種」は決められた期間内であれば公費で受けることができます。 

※予防接種を受けた場合は必ずお知らせください。接種後問題が無かったかも必ずお知らせください。 

 

※予防接種後は観察が必要です。接種後の登園が可能かどうか(保育園に預けても良いか)を 

必ず医師に相談してください。(降園後またはお休みの日の接種をおすすめします。) 

 

※接種後は登園が可能だとしても運動の制限等、保育に支障がある場合があります。 

気をつけること等具体的に医師に確認をしてください。 

９３P～９７P ケガや事故に関する事 

【怪我について】 

 

※重度な事故（首より上のものは特に）・目など早急な診察が必要と判断した場合 

園の責任で医療機関へお連れする事があります。ご了承下さい。 

 

※事故の大小に関わらず「事故報告書」・「ヒヤリハットレポート」の提出により事故の防止に努めます。 

 

※園内遊具について危険が無いよう安全点検を行います。 

 

【事故・怪我等の報告や連絡】 

 

・事故・怪我が起きた場合軽度なものであれば送迎時保護者の方にお伝えします。 

 

・軽度の怪我と思われる場合でも、怪我の報告を電話で連絡することがあります。 

首から上の怪我や目の怪我、怪我をした場面を確認できていない場合等は重症化を防ぐ為に念のため報告、 

連絡をさせていただきますので予めご了承ください。 

 

・子ども同士のトラブル（けんか、かみつき、ひっかき等）の結果、怪我をしたお子さんが病院受診した場合は 

双方の保護者の方にそのまま事実をお伝えします。 

(その他の場合の対応は【かみつき・ひっかき】【園児同士のトラブルについて(けんか等)】に記載の通りです。) 

 

・園児が保護者に怪我をさせた、暴言等があった場合は保護者の方にそのまま事実をお伝えします。 

 

 

 



【かみつき・ひっかき】 

 

言葉が未発達の１～２歳の子どもたちに多く見られるのが「かみつき・ひっかき」です。言葉を習得していく段階で

徐々に見られなくなる一過性のものですが予測できないこともあり全てを防ぐことができないのも事実です。園

で起きた際には、お互いの子どもの気持ちに「共感」し、そのうえで「いけないこと」だと繰り返し、繰り返し伝えて

いくようにしています。かみつき・ひっかきにより傷ができた際の連絡、報告は基本的には以下の通りとしていま

すが傷の程度や発生時の状況等によっては対応を変更する場合があります。 

ご心配な点や対応に疑問がある場合はいつでも遠慮なく職員までお知らせ下さい。 

 

・かみつき・ひっかいてしまったお子さんの保護者の方 

→基本的には都度お伝えはしません。(但し頻繁に見られる場合や続いた場合はお伝えすることがあります。) 

※かみつき・ひっかきが頻繁に見られる場合や続いた場合はお子さんの様子を伝えることがありますが 

相手に謝りたいという場合は必ず園を通して下さい。 

 

・かみつき・ひっかかれてしまったお子さんの保護者の方 

→かみつき・ひっかきがあった事をお伝えします。この際相手の名前は伝えることができません。 

かみつき・ひっかきが起きた経緯を職員よりご報告いたします。 

（兄弟姉妹のかみつき・ひっかきによる傷はそのままお伝えします。） 

★噛み跡は保冷剤で冷やします。傷がある場合は傷の手当てをしたうえで冷やします。 

 

【園児同士のトラブルについて(けんか等)】 

 

言葉でのやりとりが可能となった後も保育中に園児同士のトラブルが起きることがありますが 

「かみつき・ひっかき」と同様に全てを防ぐことはできません。集団生活の中でトラブルの原因も様々であることか

ら園児同士のトラブル(けんか等)による怪我の連絡、報告は基本的には以下の通りとしていますが怪我の程度や

発生時の状況等によっては対応を変更する場合があります。 

ご心配な点や対応に疑問がある場合はいつでも遠慮なく職員までお知らせ下さい。 

 

・怪我をさせてしまったお子さんの保護者の方 

→基本的には都度お伝えはしません。(但し頻繁に見られる場合や続いた場合、相手のお子さんの怪我の程度

や発生時の状況等によってはお伝えすることがあります。) 

※トラブルが頻繁に見られる場合や続いた場合はお子さんの様子を伝えることがありますが 

相手に謝りたいという場合は必ず園を通して下さい。 

 

・怪我をしたお子さんの保護者の方 

→トラブルがあり怪我をした事をお伝えします。この際相手の名前は伝えることができません。 

トラブルの経緯を職員よりご報告いたします。 

（兄弟姉妹のけんか等による怪我はそのままお伝えします。） 

※「○○君が叩いたんだよ」「○○ちゃんにやられた」等、相手の子どもの名前を言う事があると思いますが 

原則、園からその事はお伝えしないこととしていますのでご了承ください。 
 



【緊急連絡・急なケガ・病気に備えて】 

 

＊緊急連絡先の変更は必ずお知らせください。 

 

・「緊急連絡票」に記載されている連絡先へ指定順にご連絡をします。 

（怪我の伝達は担任以外の第一発見者が連絡する場合があります。） 

 

・保育中の怪我や事故等で早急な診断が必要と判断した場合は保護者の方と連絡が取れない場合でも 

お子さんの身体の安全を優先し、園の判断で医療機関へ連れて行くことがあります。 

（タクシーを利用します。） 

 

・保育園での怪我等の場合には、さいたま市の子育て支援医療費助成制度を利用せず保険診療で 

受診します。 

 

・公的医療保険確認のため、「保険証」の写しを提出してください。 

（切り替え・変更があった場合は、お伝えください。） 

 

・保険診療で受診した医療費負担金は園で立て替えをします。立て替えは、通院終了まで行います。 

保険外診療分については、立て替えを行うことはできません。 

 

・受診後の通院については保護者の方にお願いしています。 

 

・治癒し通院が終了した後に日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を利用し給付金の申請を 

行います。給付金の金額は「保険診療の医療費総額の負担額」＋「保険診療の医療費総額の１割」 

となります。給付金は園に支払われますので「園で立て替えた保険診療の医療費総額の負担額」 

を差し引いた「保険診療の医療総額の１割」を保護者へ支払います。 

 

・スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、保険診療で受診した医療費 

負担金は園で支払います。 

 

・保育管理下の怪我、疾病発生時の搬送先病院については別項の一覧を原則としますが 

園に一任していただきます。各家庭のかかりつけ医でない場合がありますが予めご了承ください。 

 

★平日の夕方、土曜日等保育士の人数が少ない時間帯は保護者の方に病院受診をお願い 

する場合があります。予めご了承ください。 

 

子どもたちが保育園で毎日楽しく、安全に過ごすために 

皆さんのご理解とご協力よろしくお願いします。 

 


